
●開催日時：２月６日（土）、１３日（土）、２０日（日）
　　　　　　３月１３日（土）２０日（土）２７日（土）
　　　　　　午後２時～３時半（受付１時半）
●開催場所：ぴゅあ総合・会議室
●対象：興味のある方ならどなたでも参加できます。
●お申込方法：電話、FAX,　e-MAILで申込み
●申込み先・お問合わせ
〒400-0862甲府市朝気1-2-2
山梨県立男女共同参画センター
TEL 055-235-4171　FAX：055-235-1077　　
danjo-c@yamanashi-bunka.or.jp

ぴゅあ総合 男女共同学講座

山梨県立男女共同参画推進センター 主催： ■

ご希望の方は
・居住市町村名・電話番号・お子さまの氏名
生年月日をお申し込み時に（３日前まで）
にお知らせ下さい。

★託児あり （就学前のお子さま）

無料 要予約

ぴゅあゼミナール

最新ニュース、時事問題を憲法の視点から捉え、現代社会を取り巻く
諸問題について６回のシリーズで解りやすく憲法の論理を学びます。

■講師
山梨学院大学法学部教授

山内 幸雄 先生

現代社会の問題」ちゃんと学ぼう憲法

「憲法の視点で考え学ぶ
２月６日スタート【全６回】

誰でも参加できます。
一緒に学びませんか？

キャンパスネット
やまなし連携講座

いま日本は不況による
就職難、格差、自殺者が多いなどの

問題が多いわ。
でも、こんな不況から抜け出すための
ヒントが「憲法」にあるんだって！

話を聞いてみたいわ。

日本では男女共同参画を
進めているけど、世界経済フォーラム

発表の「男女格差指数」だと
日本は世界で７５位でなんですって。

知らなかったわ。
う～ん。こういう問題って

憲法の視点で見るとどうなのかしら？

メディアの報道でも人権のことが

いろいろと話題になることが多いわ。

どうなっているのかしら？

（全６回/全土曜日）

裁判員に任命されたら？？？・・その時に役立つ話も取り上げます！


